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様式第１号(第５条関係) 

 

会議概要 

会議の名称 令和６年度第２回久喜市国民健康保険運営協議会会議  

開催年月日 令和６年１１月１５日 金曜日 

開始・終了時刻 午後１時１５分から午後２時２９分まで 

開催場所 久喜市役所４階 大会議室 

議長氏名 宮澤幸一 

出席委員(者)氏名 

大久保礼子、籠宮信寿、坂口信藏、塚野由美子、武藤惠子、 

長塩博文、𠮷川祐子、遠藤厚子、奥貫久美子、島田智惠子、 

関根武視、宮澤幸一、片桐雅也、鈴木道広、中村香里 

欠席委員(者)氏名 山中佳代、吉野輝雄、東海林秀 

説明者の職氏名 

榎本正則  健康スポーツ部参事兼国民健康保険課長  

大熊謙児  課長補佐兼国保管理係長 

山田智恵子 課長補佐兼給付係長 

内村 博  保険税係長 

事務局職員職氏名 

真坂八重子 健康スポーツ部長 

榎本正則  健康スポーツ部参事兼国民健康保険課長 

大熊謙児  課長補佐兼国保管理係長 

山田智恵子 課長補佐兼給付係長 

内村 博  保険税係長 

沼口祐太  国保管理係主任 

会議次第 

１ 開会 

２ あいさつ 

３ 議題 

協議事項 
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（１）令和６年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案）について 

４  その他 

５ 閉会 

配布資料 

資料１－１ 令和６年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案） 

資料１－２ 令和６年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案）の概要説明 

資料 ２  国民健康保険被保険者証等の今後の取扱いにつ

いて 

資料 ３  令和６年度久喜市国民健康保険の主な保健事業

について 

会議の公開又は非

公開 
公開  

傍聴人数 ０人 
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様式第２号（第５条関係） 

審 議 会 等 会 議 録 

発 言 者 ・ 会 議 の て ん 末 ・ 概 要 

１ 開会 

司会（榎本課長） 

 ただ今から、令和６年度第２回久喜市国民健康保険運営協議会を開会いたします。  

開会に先立ちまして、出席委員につきましてご報告申し上げます。 

 委員１８人中、出席委員が１５人、欠席委員が３人でございます。 

従いまして、久喜市国民健康保険に関する規則第５条の規定により、委員の出席数が過

半数を超えておりますので、本会議が成立しておりますことをご報告申し上げます。  

また、本会議につきましては、久喜市審議会等の会議の公開に関する条例第３条の規定

により、公開としておりますことを申し添えます。  

 

２ あいさつ 

司会（榎本課長） 

 それでは、はじめに宮澤会長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

宮澤会長  

（あいさつ） 

 

司会（榎本課長） 

ありがとうございました。 

続きまして、真坂部長よりごあいさつをお願いいたします。 

 

真坂部長 

 （あいさつ） 
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司会（榎本課長） 

続きまして、議事に入ります前に、資料の確認をさせていただきたいと存じます。 

 

 （資料の確認） 

 

よろしければ議事に入ります。 

久喜市国民健康保険に関する規則第４条第１項により、議事進行を会長にお願いしたい 

と存じます。宮澤会長、よろしくお願いいたします。 

 

３ 議題 

議長（宮澤会長） 

 それでは次第３の議題に入ります。円滑な議事進行について皆様方のご協力をお願い申し上げ

ます。初めに、議事録署名委員を指名させていただきます。今回は坂口委員、塚野委員にお願い

いたします。 

 

【協議事項】（１）令和６年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（案）について 

議長（宮澤会長） 

 協議事項の（１）令和６年度久喜市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）（案）について、

議題といたします。事務局に説明を求めます。 

 

事務局（大熊課長補佐兼係長） 

 （資料１－１、資料１－２に基づき、説明） 

 

議長（宮澤会長） 

ありがとうございました。 

それではただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。 
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（質問等なし） 

 

議長（宮澤会長） 

質問がないようでございますので、協議事項の（１）令和６年度久喜市国民健康保険特別会計

補正予算（第３号）（案）についての質疑は以上といたします。 

こちらは協議事項ですので採決に入りたいと思います。本件について、原案のとおり決定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

 

（全員賛成） 

 

議長（宮澤会長） 

 全員賛成でありますので、協議事項の（１）令和６年度久喜市国民健康保険特別会計補正予

算（第３号）（案）については、原案のとおり決定いたしました。 

 

４ その他 

議長（宮澤会長） 

次に、次第の４その他について、事務局から国民健康保険被保険者証等の今後の取扱い

と令和６年度の主な保健事業について説明があるとのことです。事務局、お願いいたしま

す。 

 

事務局（内村係長） 

 （資料２に基づき、国民健康保険被保険者証等の今後の取扱いについて説明） 

 

事務局（大熊課長補佐兼係長） 

 （資料３に基づき、令和６年度久喜市国民健康保険の主な保健事業について説明） 

 

議長（宮澤会長） 

 ありがとうございました。 
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それではただいまの説明に対しまして、ご意見、ご質問のある方は、挙手をお願いいたします。 

 

鈴木委員 

 被用者保険では、新生児が誕生したときに、被保険者から被扶養者届が提出されます。このと

き、マイナンバーがわからないというケースが非常に多いのですが、新生児のマイナンバーは、

出生届の提出後、何日程度で保護者へ通知されますか。 

 

事務局（内村係長） 

 マイナンバー通知につきましては、国民健康保険課で所管していないため、正確なお答えがで

きないことから、保留とさせていただいてもよろしいでしょうか。ただ今、所管課の市民課（総

合窓口）に確認してまいりますので、少々お時間を頂戴したいと存じます。 

 

事務局（山田課長補佐兼係長） 

 マイナンバーカードを所管しております市民課（総合窓口）へ確認しましたところ、出生届が

提出されたときに個人番号が付与されるとのことです。このときに、住民票を取っていただけれ

ば、その場で番号の確認ができるのですが、住民票をとらない場合は、出生届の提出後、２週間

程度で地方公共団体情報システム機構から発送されますご本人宛ての通知が届いたときに番号

の確認ができるとのことでした。 

したがいまして、各被保険者は遅くともその通知の到着をもって、各保険者へ個人番号の届出

ができるのではないかと考えております。 

 

𠮷川委員 

 世帯主の変更などがあった場合に、市から資格に係る通知がされるのと、資格情報の異動がマ

イナポータルへ反映されるのはどちらが早いですか。 

 また、調剤薬局でマイナ保険証による資格確認をするときに、本人の家族が暗証番号を入力す

る場面が見受けられるのですが、本人以外がマイナ保険証の暗証番号を入力することはよくある

ことなのでしょうか。 
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事務局（内村係長） 

 資格情報のお知らせや資格確認書につきましては、資格異動のお届出があった日に窓口で交付

するか、後日ご自宅へ郵送により交付する予定です。一方で、マイナポータルにつきましては、

原則、届出日から４～５営業日後に資格情報の変更が反映されております。 

 また、マイナ保険証の暗証番号につきましては、国は本人が入力することを基本としておりま

すが、高齢の方になりますと、ご本人がマイナンバーカードを扱えない場合がありますので、ご

家族の方が代理で暗証番号を入力するケースが考えられると思います。 

さらに、施設に入所されている方でご家族が遠方に住んでいる場合、双方の合意に基づいて、

施設の方が医療機関等に同行して暗証番号を代理で入力するといったことも想定されるのでは

ないかと考えております。 

  

議長（宮澤会長） 

 他に何かございますか。 

 

 （質問等なし） 

 

議長（宮澤会長） 

何もなければ以上といたしますが、マイナ保険証につきましては、いろいろな課題や議論があ

ると思いますので、新たな情報が入り次第、事務局から、適宜この会議にも情報提供いただきま

すようお願いいたします。 

 その他、事務局から何かございますか。 

 

事務局（榎本課長） 

 事務連絡でございます。 

今後の当協議会でございますが、第３回を１２月１８日水曜日、第４回を１月１６日木曜日に

開催予定でございます。 

主な内容につきましては、令和７年度の国民健康保険税率等の方向性についてご審議をいただ

きたいと考えております。方向性の検討に当たってのスケジュールなどについては、担当から簡
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単に説明をさせていただきます。 

 

事務局（内村係長） 

 （令和７年度国民健康保険税率等の方向性検討に当たってのスケジュールについて説明） 

 

事務局（榎本課長） 

 それでは、開催通知につきまして、只今、配布させていただきたいと存じます。 

 

 （担当が開催通知を配布） 

 

事務局（榎本課長） 

 なお、開催に当たりましては、１週間前までに資料を送付させていただきたいと思います。 

事務局からは、以上でございます。 

 

議長（宮澤会長） 

 それでは、これで本日の議事はすべて終了いたしましたので、以上で議長の任を解かせてい

ただきたいと思います。 

議事進行にあたり、委員の皆様のご協力に深く感謝を申し上げまして、進行役を事務局にお

返ししたいと思います。 

ご協力ありがとうございました。 

 

事務局（榎本課長） 

 宮澤会長におかれましては、長時間にわたり議長をお務めいただき、ありがとうございまし

た。 

 

５ 閉会 

事務局（榎本課長） 

それでは、閉会にあたりまして、関根副会長よりごあいさつをお願いいたします。 



9 

 

(注)特に署名等を要しない審議会等については、事務局名を記入する。  

  

関根副会長  

（あいさつ） 

 

事務局（榎本課長） 

 それでは以上を持ちまして、令和６年度第２回久喜市国民健康保険運営協議会を閉会といた

します。本日は大変お忙しい中、ありがとうございました。 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。  

   令和６年１２月１日 

 

          署名委員氏名   坂口 信藏      

 

署名委員氏名  塚野 由美子    

 


